
 

川崎市上下水道局規程第２６号 

川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を

改正する規程を次のように定める。 

  令和８年６月３０日 

川崎市上下水道事業管理者 池之上 健 一      

 

川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一

部を改正する規程 

川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成１

８年川崎市水道局規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表第５を次のように改める。 

別表第５（第１６条関係） 

特別休暇の基準 

事由  期間  

１ 地震、水害、火災その他の災

害又は交通機関の事故等により

出勤することが著しく困難であ

る場合 

その都度必要と認める時間 

２ 地震、水害、火災その他の災

害による職員の現住居の滅失又

は損壊 

１週間を超えない範囲内でその

都度必要と認める期間 

３ 地震、水害、火災その他の災

害又は交通機関の事故等におい

て、退勤途上における事故発生

防止のための措置 

その都度必要と認める時間 

４ 裁判員、証人、鑑定人、参考

人、被害者参加人等として国会

、裁判所、地方公共団体の議会

その他官公署への出頭 

同上 

５ 選挙権その他公民としての権 同上 



 

利の行使 

６ 職員の結婚等 ７日の範囲内の期間 

７ 職員の出産 分べん予定日前８週間（多胎妊

娠の場合にあっては、１４週間

）目に当たる日から産後８週間

目に当たる日までの期間内にお

いてあらかじめ必要と認める期

間 

８ 女性職員の生理 

 

女性職員が請求した期間。ただ

し、３日を超えることはできな

い。 

９ 職員の育児 職員が生後満１年６月に達しな

い子を育てる場合において１日

２回それぞれ１回４５分以内の

時間 

１０ 父母、子又は配偶者等の祭

日 

１日。ただし、遠隔の地に赴く

必要のある場合は、往復に要す

る日数を加算することができる

。 

１１ 忌引 付表第１に定める日数の範囲内

において必要と認める期間 

１２ 職員の配偶者等の出産 配偶者等が出産するため病院に

入院する等の日から当該出産の

日後４週間を経過する日までに

３日の範囲内の期間 

１３ 骨髄又は末梢血幹細胞の提

供 

その都度必要と認める期間 

１４ 職員のボランティア活動 １の年において６日の範囲内の

期間 

１５ 夏季における健康保持 １の年の６月１日から１０月３

１日までの間において、５日の

範囲内の期間 

１６ 子の看護等 中学校就学の始期に達するまで

の子（配偶者等の子を含む。以

下この項において同じ。）を養

育する職員が、その子の看護等



 

をする場合、１の年において７

日（中学校就学の始期に達する

までの子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）の範囲内の期

間 

１７ 職員の育児参加 配偶者等が出産する場合であっ

てその分べん予定日前８週間（

多胎妊娠の場合にあっては、１

４週間）目に当たる日から産後

１年を経過する日までの期間に

ある場合において、当該出産に

係る子又は小学校就学の始期に

達するまでの子（配偶者等の子

を含む。）を養育する職員が、

これらの子を養育するとき、当

該期間内において５日の範囲内

の期間 

１８ 短期の介護 配偶者等、父母、子、配偶者等

の父母、祖父母、孫若しくは兄

弟姉妹又は職員と同居している

父母の配偶者等、配偶者等の父

母の配偶者等、子の配偶者等若

しくは配偶者等の子で、第１７

条第１項に規定する日常生活を

営むのに支障があるもの（以下

「短期の介護に係る要介護者」

という。）の介護その他の世話

を行う職員が、当該世話を行う

場合、１の年において５日（短

期の介護に係る要介護者が２人

以上の場合にあっては、１０日

）の範囲内の期間 

１９ 不妊治療 職員が不妊治療に係る通院等の

ため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合、１の年に

おいて５日（当該通院等が体外



 

受精その他の管理者が定める不

妊治療に係るものである場合に

あっては、１０日）の範囲内の

期間 

附 則 

この規程は、令和８年７月１日から施行する。 


